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広聴広報委員会記録 

令和４年10月５日 

（ 午後１時30分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は９名であります。 

全員の出席ですので、これより本日の委員会を開会します。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

これより議事に入ります。 

第71号の議会だよりの最終校正についてを議題といたします。 

書記より説明させます。 

暫時休憩します。 

（ 休憩 13：30～13：40 ） 

委員長 ：再開します。 

各ページごとに確認していきたいと思います。 

まずは表紙からです。 

前回、指摘された部分は事務局のほうで修正していただきました。 

業者と話をして修正をかけたということでありますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、次に進みます。 

９月通常会議ということで、２ページから６ページまでいきたいと思います。 

菅原委員。 

菅原委員：私が議案審議の担当だったのですが、皆様に今回確認をしていただきたいのが、このあら

ましの書き方、言葉の書き方というか、出だしのところなのですが、令和４年第98回市議

会通常会議となっているのですが、昨年の議会だより第67号、第68号では、令和４年とい

うのがなくて、第98回議会通常会議となっていたり、これは２号前からこのような書き方

なのですが、私はよその市町村の議会だよりも調べてみたら、このような書き方をしている

のは一関市議会くらいで、よそは例えば、令和４年度８月定例会だとか、定例会議だとか、

臨時会、臨時会議というような書き方をしているので、統一をしたほうがいいような気がす

るのですが、後でまた、今そんなに重要かと言ったらそんなに重要でもないと思うので、後

で皆様に考えていただくことはできないでしょうか。 

委員長 ：休憩します。 

（ 休憩 13：43～13：50 ） 
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委員長 ：再開します。 

後ろのほうの臨時会議の表現もありますので、委員長、副委員長で統一して表現したい

と思います。 

いずれもできるだけ短くするような方向に動くこと、分かりやすくというような形で進

めたいと思います。 

そのほか、ありますか。 

菅原委員。 

菅原委員：３ページの発委の提出者の肩書なのですが、「議会運営会委員長」となっていて、ずっと

調べていっても「議会運営委員長」となっているのですが、これはどうなのでしょうか。 

委員長 ：これは間違いですね。 

「議会運営会委員長」は「議会運営委員長」です。 

そのように訂正したいと思います。 

菅原委員。 

菅原委員：発委が委員会からの提案ということで、このように書かれていて、これは私も議会だより

第67号を参照しながら書いたのでこうなっているのですが、ほかの号を調べていくと、そ

の発委の前に採決という見出しがついているのもあったのです。 

そして採決となって、「※発委…委員会からの提案」と書いてあります。 

委員長 ：休憩します。 

（ 休憩 13：53～13：57 ） 

委員長 ：再開します。 

３ページの発委の表現ですけれども、このままの形で取り進めたいと思います。 

菅原委員。 

菅原委員：条例制定と改正なのですが、議会だより第 67 号の８ページを見ていただきたいのですが、

そこに条例制定・一部改正・廃止とあって、今回は廃止はないので、条例制定・一部改正と、

その一部という言葉、その後もほかの号をいろいろと調べたのですが、やはり一部という言

葉は載っていませんでした。 

これはこれでいいのかなと思うのですが、ここで一度意思の統一をしていただきたいと

思います。 

委員長 ：詳しく言えば、その改正の中に全部改正と一部改正があるという考え方なので、改正とす

れば改正にはなるのだけれども、だから多分、条例の制定・改正で普通はいいのだと思いま

す。 

前の一部改正というのは特に意味はなく、今言ったように改正の中には全部改正と一部
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改正があるので、改正と言えばその中に含まれるという考え方でいいと思います。 

そのほか、ありますか。 

岩渕典仁委員。 

岩渕(典)委員：２ページ目のあらましの中の３段落目の上に「他に委員会発委の条例・会議規則改

正」まではいいのですけれども、「議員派遣が提案」とあるのですが、議員派遣は提案され

たものではないので、議員派遣は削除していいというのが１点と、あと、最後の段落だけ、

「審議の結果、請願１件が不採択となりました」とあって、確かにそうなのですが、審議の

結果が請願だけの云々となっているので、これはどのように見たらいいかというようなとこ

ろです。 

委員長 ：休憩します。 

（ 休憩 14：00～14：02 ） 

委員長 ：再開します。 

あらましの中ほどの議員派遣、この部分はカットして、それから最後の行、「審議の結

果、請願１件が不採択となりました。」もなしということで、そのように進めたいと思い

ます。 

そのほか、ございますか。 

菅原委員。 

菅原委員：この写真の上に、令和３年度決算と書いてあるのですが、格好悪いような気がするのです

が、どう感じられますか。 

委員長 ：格好悪いというのは具体的にどういうことですか。 

菅原委員。 

菅原委員：写真のところの赤字です。 

委員長 ：休憩します。 

（ 休憩 14：03～14：04 ） 

委員長 ：再開します。 

それでは、印刷会社のほうと相談しながら修正するということにしたいと思います。 

そのほか、ありますか。 

千田委員。 

千田委員：３ページの議案審議の左側に大きめの字で１行、審議した主な案件は次のとおりです、と
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あります。 

この左側が空いていますので、少し寄せてもらって、ここの空間の真ん中あたりに入る

ようにしたらいかがでしょうか。 

委員長 ：それは見栄えの話ですので、印刷会社と話をして決めてもらいたいというように思いま

す。 

ただ、ちなみに、いつもこのような形で、議案審議とその説明をしていて、少し空間を

空けてからスタートしているというのが今までの形ですので、これは従前どおり進めたい

と思います。 

そのほか、ありますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、次に進みます。 

先ほどから、２ページから６ページまで、通常会議全部という形でやっていました。 

前回は確か６ページの９月通常会議の部分が入っていなかったから、そのような形でや

ったかもしれませんけれども。 

ほかに、ありますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、７ページに進みます。 

これは各委員長に任せていて、特に表現等がおかしくなければこのままということで進

めたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、次に８ページ、９ページ、総括質疑です。 

これを担当したのは私ですけれども、大分質疑者の名前も大きくしたような形でやった

のですが、当初から想定していたように、イラストが入る部分がなかったということで、

通常はイラストも少し入れて字だけではないような形で最終のところに入れているのです

が、そのような形にしたいと思います。 

初めの部分、こちらのほうを質疑、答弁を抜いて、その部分を広げて、イラストか何か

を入れたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、そのようにしたいと思います。 
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８ページ、９ページでほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、分科会報告に進みます。 

この表現方法については、この間もお話ししたとおりですので、そのような形で御理解

いただきたいと思います。 

ただ、11ページの下の部分、これについてはどうですか。 

７月から９月まで、議会日誌と会議等出席状況です。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、一般質問に入ります。 

先ほど事務局からの説明の中で、委員の皆さんで考えてほしいという部分を協議したいと

思います。 

12 ページはそのままで、13 ページ、ここは文字数について校正中ということであります。 

次に、14ページの上段、１行余裕がありますということです。 

岩渕典仁委員。 

岩渕(典)委員：これで大丈夫です。 

委員長 ：分かりました。 

その隣、３行空いているのですが、皆さんがよければこれでいいのです。 

岩渕典仁委員。 

岩渕(典)委員：オーバーしていなければいいと思います。 

委員長 ：考え方としては、文字数はオーバーしていなければそのままでいいのではないかというこ

とで御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、そのように決めます。 

次に、14ページの下段、これは４項目まででしたか、３項目まででしたか。 

３項目までですよね。 

千葉書記。 

千葉書記：こちらは齋藤議員に校正を依頼しております。 

委員長 ：分かりました。 
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それでは、14ページ、15ページはそのような形で進めたいと思います。 

次に、16ページ、17ページ、こちらも同じで、本人へ校正依頼中だということです。 

多分、先ほどのは余裕があるパターンは、17 ページほどの余白ではないからということ

で確認したということですね。 

17ページの下段は空き過ぎているので校正依頼をしているということです。 

次に、18ページ、19ページです。 

これは余裕があるということだからいいのですか。 

千葉書記。 

千葉書記：そのとおりです。 

委員長 ：分かりました。 

次に、20ページです。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、次に、21ページです。 

あらましの前段の部分は後で考えていくということになります。 

この１段目は表現方法について、通常は「所要の改正をしようとするもの」という表現

ですが、というような意味でのことです。 

表現方法の問題だと思います。 

     全部、所要の改正とか、所要の補正とかという表現になっているので、これはどうしまし

ょうかということで聞いているのだと思います。 

     千田委員。 

千田委員：所要の補正をしようとするものというのは、私が前に担当したときには入れたことがあっ

て、内容とすれば、タイトルがあって、提案理由をまとめたものをここに書いているのです。 

     「など」で終わると内容だけになってしまうから、「など所要の補正をしようとするも

の」と書かないと、歯切れが悪いのだけれども、一般の市民から見ると所要という言葉は分

かるのかなと。 

委員長 ：今回は今までの流れで表現したほうがいいのかと思いますけれども、そのようにすること

に御異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、そのように進みます。 

21ページの一番下、かなりオーバーしているということです。 

     休憩します。 
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     （ 休憩 14：14～14：18 ） 

委員長 ：再開します。 

このままでは詰め過ぎだと、10 行ほど減らしてほしいということですので、担当の委員

には御苦労をかけますけれども、そのとおりやっていただきたいと思います。 

次に22ページ、こちらも同じ状況のようです。 

こちらも一般会計補正予算の部分で考えていただければいいと思いますけれども、大丈

夫ですか。 

私も簡便法で全部削ってしまうのですけれども。 

佐藤敬一郎委員。 

佐藤(敬)委員：分かりました。 

委員長 ：それでは、そういった方向で、７月臨時会議、８月臨時会議の部分については、量を減ら

していただいて、お手数をかけますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

そのほか、ございますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、次に、23ページ、市民の声です。 

こちらは上段と下段の文字数を合わせたということです。 

那須委員。 

那須委員：このお二人分、やはり最後が少し空いているのが気になるのですけれども、今までの校正

ですと、ぴったりとなっているような気がしていました。 

文字数、14 文字入っていますが、13 文字でいくとちょうど入るのではないかと思って、

そのような形が今までの格好だと思いましたので、字が大きくなってぴったりと合うよう

な気がしていました。 

委員長 ：段落の文字数ですね。 

菅原委員。 

菅原委員：私もこれは２回担当したのですが、今まで縦の文字数が13文字でした。 

ですから、これは14文字ですので、これを13文字にするといつもどおりの間隔になると

思います。 

委員長 ：それではそういった形で全体的に入るようにしていきたいと思います。 

そのほか、23ページ、市民の声で何かありますか。 

（「なし」の声あり） 
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委員長 ：ないようですので、裏表紙のほうをお願いします。 

この間はルビを振らないと読めないという話でした。 

ルビを振ったということです。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、それでは全体を通じて、何かございますか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、それでは本日の委員会を今号の最終の委員会としたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ございませんので、さよう決しました。 

なお、軽微な修正等については正副委員長に一任願います。 

次に、その他協議事項です。 

細川書記。 

細川書記：前回の委員会のときにも皆様にアンケートの御意見を頂きたいということでお示ししてい

たのですが、こちらのアンケートも進めていきたいと思います。 

この場ででもよろしいですし、アンケートをいつ頃実施するかというところにもよるので

すけれども、皆様から日にちを決めてそれまでに事務局のほうに、御意見をメールなどで

頂いて、まとめたものを次の委員会でまたお示しして御協議いただくという方向でお願い

したいと思います。 

委員長 ：そのような方向で、アンケートの実施時期等々もあるでしょうから、こちらも委員長、副

委員長と事務局と相談しながら決めてこのアンケートに対する皆さんの考え方と御意見をま

とめる日も決めるというような話で進めたいと思いますが、それでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、そのようにしたいと思います。 

猪股委員。 

猪股委員：アンケートですけれども、この前のお話の中では、単独でやるのか、何かのアンケートの

ついでにやるのかというようなお話もあったと思うのです。 

ほかにやるものと合わせてやるというようなことがなければ、単独でやらざるを得ない
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のですけれども、その辺の情報収集はまだでしょうか。 

委員長 ：細川書記。 

細川書記：そちらのほうはまだ情報収集しておりません。 

委員長 ：そのほか、皆さんのほうからございますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：ないようですので、以上で、予定した案件の協議を終わります。 

以上で、本日の委員会を終了します。 

御苦労さまでした。 

（ 午後２時24分 終了 ） 


